
 

 

奈 良 市 公 告  

 

 公 募 型 プロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ り 、 奈 良 市 包 括 的 道 路 維 持 管 理 業 務 委 託 を 受 注 す る 民

間 事 業 者 を 選 定 す る の で 、 次 の と お り 公 告 し ま す。  

 

 令 和 8 年 ６ 月 １ 日  

 

奈 良 市 長  仲  川  元  庸    

 

 

1 公 募 事 項  

(１ ) 業 務 名  

奈 良 市 包 括 的 道 路 維 持 管 理 業 務 委 託  

 

(２ ) 対 象 区 域  

奈 良 市 全 域 を 対 象 と す る 。  

 

(３ ) 業 務 内 容  

「 奈 良 市 包 括 的 道 路 維 持 管 理 業 務 委 託  要 求 水 準 書 」 第 2 章 第 5 項 の と お り  

 

(４ ) 履 行 期 間  

  契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 令 和 ９ 年 ９ 月 30 日 ま で  

 

(５ ) 参 加 資 格 要 件  

① 共 通 事 項  

単 独 企 業 ま た は 共 同 企 業 体 の 構 成 員 は 、 次 に 掲 げる 要 件 を 満 た す こ と 。  

・ 奈 良 市 建 設 工 事 指 名 競 争 入 札 参 加 資 格 ま た は 令 和 ７ ・ ８ 年 度 奈 良 市 物 品 購 入

等 入 札 参 加 資 格 若 し く は 奈 良 市 企 業 局 物 品 購 入 等 入 札 参 加 資 格 を 有 す る こ

と 。  

・ 公 募 開 始 日 か ら 契 約 締 結 日 ま で の 期 間 に 奈 良 市 建 設 工 事 等 入 札 参 加 者 入 札 参

加 停 止 措 置 要 領 及 び  奈 良 市 物 品 購 入 等 の 契 約 に 係 る 入 札 参 加 停 止 措 置 要 領

並 び に 奈 良 市 企 業 局 建 設 工 事 等 入 札 参 加 者 入 札 参 加 停 止 措 置 要 領 に よ る 入 札

参 加 停 止 措 置 期 間 中 の 者 で な い こ と 。  

・ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 167 条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な

い こ と 。  

・ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ） 第

2 条 に 規 定 す る 暴 力 団 、 同 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で あ る 役 職 員 を 有 す

る 団 体 及 び そ れ ら の 利 益 と な る 活 動 を 行 う 者 で な い こ と 。  

・ 民 事 再 生 法 （ 平 成 11 年 法 律 第 255 号 ） 第 21 条 の 規 定 に よ る 民 事 再 生 手 続 開

始 の 申 し 立 て を  して い な い 者 で あ る こ と 。  



 

 

・ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 154 号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て

及 び 民 事 再 生 法 （ 平 成 11 年 法 律 第 225 号 ） の 規 定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申

立 て が な さ れ て い な い 者 （ 会 社 更 生 法 の 規 定 に よ る 更 生 計 画 認 可 ま た は 民 事

再 生 法 の 規 定 に よ る 再 生 計 画 認 可 の 決 定 を 受 け て い る 者 を 除 く 。）  

・ 参 加 者 は 、 公 募 開 始 日 に お い て 継 続 して ３ 箇 月 以 上 の 雇 用 関 係 に あ る 統 括 責

任 者 を 1 名 配 置 で き る こ と 。  

・ 参 加 者 は 、 公 募 開 始 日 に お い て 継 続 して ３ 箇 月 以 上 の 雇 用 関 係 に あ る 副 統 括

責 任 者 を 1 名 配 置 で き る こ と 。  

・ 単 独 企 業 は 、 本 業 務 全 体 を 統 括 す る た め に 必 要 な マ ネ ジメ ン ト 能 力 、 業 務 実

施 体 制 及 び 類 似 業 務 実 績 を 有 し 、 業 務 履 行 管 理 、 緊 急 時 対 応 及 び 発 注 者 と の

連 絡 調 整 を 統 括 す る 責 任 を 負 う も の と す る 。  

ま た 、 補 修 ・ 修 繕 業 務 そ の 他 建 設 業 法 に 基 づ く 施 工 を 担 う た め 、 必 要 な 建 設

業 許 可 及 び 一 定 の 施 工 能 力 を 有 す る こ と 。  

・ 共 同 企 業 体 の 構 成 員 の う ち 、 主 契 約 企 業 は 、 本 業 務 全 体 を 統 括 す る た め に 必

要 な マ ネ ジ メ ン ト 能 力 、 業 務 実 施 体 制 及 び 類 似 業 務 実 績 を 有 し 、 各 構 成 員 間

の 調 整 、 業 務 履 行 管 理 、 緊 急 時 対 応 及 び 発 注 者 と の 連 絡 調 整 を 統 括 す る 責 任

を 負 う も の と す る 。  

ま た 、 補 修 ・ 修 繕 業 務 そ の 他 建 設 業 法 に 基 づ く 施 工 を 担 う 構 成 員 に つ い て

は 、 必 要 な 建 設 業 許 可 及 び 一 定 の 施 工 能 力 を 有 す る こ と 。  

な お 、 共 同 企 業 体 の 各 構 成 員 は 、 参 加 表 明 時 に そ れ ぞ れ が 担 当 す る 業 務 に つ

い て 、 必 要 な 資 格 、 許 可 、 技 術 力 及 び 実 績 を 有 す る 資 料 を 添 付 し 、 担 当 業 務

区 分 を 明 示 す る こ と 。  

   ・ 参 加 者 は 、 総 価 契 約 の 植 栽 管 理 業 務 の う ち 、 低 木 定 期 剪 定 作 業 及 び 中 ・ 高 木  

定 期 剪 定 作 業 を 実 施 す る 場 合 は 、 次 の い ず れ か の 資 格 を 有 す る 技 術 者 を 配 置  

し な け れ ば な ら な い 。  

ア  １ 級 ま た は ２ 級 造 園 施 工 管 理 技 士  

イ  造 園 技 能 士 １ 級  

  ② 単 独 企 業 に お け る 要 件  

単 独 企 業 は 、 本 章 第 １ 項 （ １ ） 共 通 事 項 及 び 次 に 掲 げる 要 件 を 満 た す こ と 。  

・ 単 独 企 業 は 、 奈 良 県 内 に 本 店 ま た は 支 店 を 有 す る こ と 。  

③ 共 同 企 業 体 に お け る 要 件  

共 同 企 業 体 の 構 成 員 （ 以 下 「 構 成 員 」 と い う 。） は 、 本 章 第 １ 項 （ １ ） 共 通 事 項  

   及 び 次 に 掲 げる 要 件 を 満 た す こ と 。  

・ 共 同 企 業 体 は 、 ２ 者 以 上 の 構 成 員 と し 、 任 意 か つ 自 主 的 に 結 成 す る も の で あ    

る こ と 。  

・ 構 成 員 は 、 ２ 社 以 上 の 企 業 ま た は 団 体 と し 、 奈 良 県 内 に 本 店 を 有 す る 企 業 ま          

た は 奈 良 県 内 に 事 業 所 を 有 す る 団 体 を １ 社 以 上 含 む こ と 。  

・ 構 成 員 の 出 資 比 率 は 任 意 と す る が 、 主 契 約 企 業 が 最 大 出 資 者 で あ る こ と 。 ま  

 た 、 各 構 成 員 の 役 割 分 担 、 責 任 範 囲 及 び 実 施 体 制 を 明 確 に す る こ と 。  

・ 参 加 表 明 に 係 る 申 請 書 等 の 提 出 後 に つ い て 、 主 契 約 企 業 及 び 構 成 員 の 変 更 は    



 

 

認 め な い 。  

・ 構 成 員 は 、 本 プロ ポ ー ザ ル に 参 加 す る 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 で は な い こ  

と 。  

・ 共 同 企 業 体 は 、 本 事 業 に お け る 構 成 員 名 義 の 通 帳 を 作 成 し 、 支 払 い 状 況 が 確   

認 で き る 状 況 に して お か な け れ ば な ら な い 。  

 (６ )受 注 候 補 者 を 選 定 す る た め の 評 価 方 法 及 び 評 価 基 準  

  ① 方 法 ： 参 加 表 明 等 一 次 審 査 書 類 、 提 案 書 等 二 次 審 査 書 類 及 び プレ ゼ ン テ ー シ ョ

ン の 内 容 を 奈 良 市 包 括 的 道 路 維 持 管 理 業 務 委 託 の 実 施 に 係 る プロ ポ ー ザ ル 審 査

委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） で 審 査 す る 。 評 価 基 準 は 別 途 定 め る 。  

  ② 基 準 ： 評 価 基 準 に よ る 評 価 の 結 果 、 委 員 会 の 委 員 の 評 価 点 数 の 合 計 が 最 も 高 い

者 を 最 優 秀 者 と す る 。  

 

 (７ )手 続 き に つ い て  

  ① 実 施 要 領 等 の 配 布  

   ・ 配 布 期 間 ： 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 (月 )午 前 ９ 時 か ら 令 和 ８ 年 ６ 月 30 日 (火 )午 後 ５  

  時 ま で  

 ・ 配 布 方 法 ： 奈 良 市 ホ ーム ペ ー ジ か ら ダウ ン ロ ー ド  

  ② 参 加 表 明 等 の 提 出  

   ・ 提 出 期 間 ： 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 (月 )か ら 令 和 ８ 年 ６ 月 15 日 (月 )の 閉 庁 日 を 除 く  

午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 （ 午 後 ０ 時 か ら 午 後 １ 時 を 除 く ） ま で  

   ・ 提 出 方 法 ： 道 路 維 持 課 に 直 接 持 参 し 提 出 す る こ と 。  

  ③ 提 案 書 等 の 提 出  

   ・ 提 出 期 間 ： 令 和 ８ 年 ６ 月 17 日 (水 )か ら 令 和 ８ 年 6 月 30 日 (火 )の 閉 庁 日 を 除  

く 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 （ 午 後 ０ 時 か ら 午 後 １ 時 を 除 く ） ま で  

   ・ 提 出 方 法 ： 道 路 維 持 課 に 直 接 持 参 し 提 出 す る こ と 。  

 

 (８ )そ の 他  

  ① 詳 細 は 「 奈 良 市 包 括 的 道 路 維 持 管 理 業 務 委 託  公 募 型 プロ ポ ー ザ ル 方 式 実 施 要  

領 」 に よ る も の と す る 。  

  ② 手 続 き に 用 い る 言 語 は 、 日 本 語 、 通 貨 は 日 本 円 、 単 位 は 日 本 の 標 準 時 及 び 計 量

法 に よ る も の と す る 。  

 

 (９ )問 い 合 わ せ 先  

  〒 630-8580 奈 良 市 二 条 大 路 南 一 丁 目 1 番 1 号  

        奈 良 市 建 設 部 道 路 維 持 課  

   電 話 ： 0742-34-5387 

   e-mail： douroiji@city.nara.lg.jp  


